
 
 

地域別公共交通の再編の方向性（斐太線・青田線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 青田線 
斐太線 

斐太線と青田線の統合、利便性向上 

・斐太線を妙高市内の区間と分割し、青田線と統合すると

ともに、上越妙高駅、上中田ショッピングセンターへの

乗り入れを行うことにより、域内移動の利便性を向上 

・乗合タクシーを導入し、より自宅に近い場所での乗降を

可能にし、利用しやすいダイヤ設定を行うことで高齢者

の利便性を向上し、運行を効率化 

斐太線を分割 

斐太線と青田線を統合 

新規乗り入れ 
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住民の「互助」・「共助」の取組への支援について 
 

１ 概要 

・バスを廃止する地域やバスがない地域においては、右のような多様なサービスを組み合わせて住民の移動手段を確保する。 

・このうち、住民の有志の団体等が車両や運転手を手配し、定期的に輸送を行う「互助」の取組に対しては、運行に要する経費

の補助を行う。 

・一方、「互助」には至らないものの、「近所の助け合い」のような、運行日や便数が不定期であり、組織化を必要としない簡素

な「共助」の取組に対しても支援を行い、地域の移動手段を補完する。 

・今後、特にバス路線の廃止を予定する地域における説明会や意見交換を行う際には、右に例示する各種サービスを将来の移動

手段の選択肢として住民に提示し、「互助」や「共助」」の取組の意向がある場合は、実証実験の実施を含め、具体的な運用方

法や実施体制の構築等について住民と具体的に議論していく。 
 

２ 「互助」・「共助」の取組と市の支援 

 互助による輸送 
共助による輸送 

移動困難者と運転手の仲介 まちづくり団体による通院・買物バスの運行 

概要 地域の団体が運転手や車両を調達して住民を輸送し、市が運行経

費を補助 

管理者（例：市、町内会等、社協）が、移動困難者と住民ドライバ

ーを仲介 

まちづくり団体（地域自治区単位で活動する 24 団体）が通院・買物バ

スを運行し、市が運行経費を補助 

対象地域 バスを廃止する地域、バスがない地域で、ハイヤー協会との事前協議、地域の合意形成を経た地域 まちづくり団体のある地域自治区（現在 24区） 

一定の利用見込みがある地域（1.0人/便）  

運行主体 旧小学校区単位の地域の団体等 － まちづくり団体 

利用者 対象地域の住民 対象地域の住民 対象地域の住民 

運転者 対象地域の住民 登録ドライバー（対象地域の住民のほか、域外住民も可） まちづくり団体の職員、対象地域の住民等 

運行区間 対象地域から乗継拠点まで 対象地域から最寄りの目的地（同一、近隣の区を想定）まで ※ハイヤー協会との事前協議が必要 

運行頻度 ・廃止されたバスの運行等を踏まえて設定 

・一定の定期運行が前提 

・仲介が成立した場合に運行 ・不定期、少ない頻度の取組 

※定期的な運行は互助の取組として整理 

車両 運行団体の自家用車 運転者の自家用車 まちづくり団体の自家用車 

運行形態・

利用方法 

運行団体が車両や運転手を手配して運行 

① 地域の団体が、一般乗合旅客自動車運送事業者（バス・タ

クシー事業者）に委託して行う乗合輸送 

② 交通空白地有償運送（県に登録し、自家用自動車による輸

送を有料で実施） 

③ 一定の要件※を満たすボランティア輸送（無償又は実費の

範囲で利用者が料金を負担） 

※ハイヤー協会との事前調整、一定水準の保険加入、地域の合

意形成(13区住民組織等)等 

利用者は管理者に予約し、管理者は運転者を仲介して割り当て 

 

 

 

 

 

 

まちづくり団体が運行日時や行先を決定、車両や運転手を手配し、

利用者はこれに参加 

 

料金 ①・②：有償、③：無償（実費負担を含む） 無償（実費負担を含む） 原則無償 

市の支援 運行主体に対して、運行経費の一部補助を行う（③については、

人件費は含まない） 

仲介 ※地域との話し合いを踏まえ、受付業務等の補助を検討 運行経費について、運行主体に対して一定の補助を行う（人件費は

含まない） 

その他 ・任意保険は運行団体が加入 

・補助に当たっては、一定の収支率（ボランティア輸送の場合は

1 便当たり 1.0 人の利用）の維持が見込まれることを基本とす

る。 

・任意保険は運転者が個人で加入しているものを適用 

・運行者の参加のインセンティブとして、温浴施設の入浴券や地域

で使える買物券に引換可能なポイント等の付与を検討 

・H30は 7区のまちづくり団体が買物支援事業を実施 

 

 （バスを廃止する地域・バスがない地域の移動手段（例）） 

 類型 具体例 市の支援（案） 

 商店や診療所によ

る輸送サービス 

・買物バス 

・通院バス 

・住民と運行主体間の調整（運行内容

の提案や運行時間の周知等） 

 
福祉サービス 

・福祉バス、地域バス 

・福祉有償運送 

・運用の改善（利用者の拡大等） 

・福祉有償運送の登録手続の支援 

 互助による輸送 ・交通空白地有償運送 ・運行経費の補助 

 タクシー ・タクシー ・外出支援事業（運賃助成） 

 共助による輸送 ・近所の助け合い ・仲介の仕組みの構築 
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